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償却資産の申告
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償却資産（固定資産税）の申告をお願いします

共 通 パソコン、コピー機、応接セット、看板、
広告塔、舗装路面、駐車設備など

建 設 業 ブルドーザー、パワーショベル、フォーク
リフト、大型特殊自動車など

料 理 飲 食 業 テーブル、椅子、厨房設備、冷凍冷蔵庫、
カラオケセットなど

小 売 業 陳列棚、陳列ケース（冷凍・冷蔵機付を含
む）、日よけなど

医(歯 科）業
獣 医 業

レントゲン装置、手術機器、歯科診療ユニッ
ト、ベッド、調剤機器など

不動産貸付業 門扉・塀・緑化設備などの外構工事、受変
電設備など

理 容 業
美 容 業

理容・美容椅子、洗面設備、消毒殺菌設備、
サインポールなど

農 業 農業用機械類

◆償却資産の対象となるもの（業種別の例）

※自動車税・軽自動車税の対象となる乗用車・貨物自動車・
自動二輪車などは除きます。

申告が必要な方／
◉平成26年１月１日現在、市内で事業を営ん

でいる個人または法人
◉平成26年１月１日現在、市内で事業は営ん

でいないが、事業用の償却資産を貸し付け
ている個人または法人

申告期限／１月31日（金）
申告方法／昨年まで申告している方は、１年

間の償却資産の増・減を申告してください。
ただし、昨年電算申告をした方、事業を始
めた方、新たに申告する方は、１月１日現
在所有している償却資産すべてを申告して
ください。

　　昨年申告のあった方には申告用紙を郵送
していますが、新たに申告する方や、申告
用紙が届かない方は、ご連絡ください。

　償却資産とは、個人または法人で工場や商店を経営している
方が、その事業のために用いることができる構築物、機械、装置、
工具、器具・備品など（土地・家屋を除く）のことです。平成26
年１月１日現在で償却資産を所有している方は、１月31日（金）
までに申告してください。なお、申告した償却資産の課税標準
額の合計が150万円に満たないときは、課税されません。

問 課税課（☎826-1111　内線2337）
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国民年金のお知らせ

　国民年金保険料は、月額15,040円で年間では180,480円になります。年間分を一括で４月末日までに前
納（まとめて前払い）すると、年金保険料が割引になります。

国民年金のお得＆便利なお知らせ

　国民年金保険料は、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料と
ともに、社会保険料として所得から控除することができます。控除を受けるた
めには、所得の申告の際、11月上旬に日本年金機構から送付された「控除証明書」
か領収書を持参してください。
※10月以降に初めて保険料を納付した方には、来年２月上旬に「控除証明書」が

送付される予定です。

所得から控除できてお得です!!

　国民年金の付加保険料は、月額400円を定額保険料（月額15,040円）に加えて納める制度です。将来の年
金受給金額が、年額で200円×付加保険料納付月数分だけ上乗せになります。

口座振替での前納がお得です!!

土浦年金相談センターをご利用ください
　厚生年金の請求、受給資格の確認、年金額の照会、
その他年金に関する相談などを行っています。
　相談時間の予約をすれば待ち時間もありません。
予約専用電話／☎825-2300
所在地／桜町一丁目16-12（住友生命土浦ビル３階）
相談時間／月～金曜日　午前８時30分～午後５時
※祝日、年末年始を除く

電話での年金相談は
「ねんきんダイヤル」へ

　年金の請求に関する相談や年金を受けてい
る方の相談、各種証明書の再発行を行ってい
ます。一般の固定電話は、市内通話料金でご
利用できます。
専用電話／☎0570-05-1

いいろうご

165
相談時間／月曜日…午前８時30分～午後７時、

火～金曜日…午前８時30分～午後５時15
分、毎月第２土曜日…午前９

　時30分～午後４時
※祝日、年末年始を除く。
　月曜日が祝日のときの
　火曜日は午後７時まで

控除証明書に関しては
「控除証明書専用ダイヤル」へ

　「控除証明書」に関する照会や再発行は、控除証
明書専用ダイヤル☎0570-070-117をご利用くだ
さい。（平成26年３月14日まで）

国保年金課国民年金係（☎826-1111　内線2290）問

　60歳以降で任意加入されている方も納付することができます。付加保険料の納付を希望する方は、年金
手帳とはんこを持参し、市国保年金課国民年金係で手続きをしてください。
注：国民年金基金に加入している場合は、手続きができません。

　新たに平成26年度の保険料を口座振替での前納を希望する方は、年金手帳、預金通帳、金融機関の届出
印を持参し、口座振替を希望する金融機関で平成26年２月末日までに手続きをしてください。
注：保険料、割引額などは平成25年度の額です。

現金 で年間分を前納　　　⇒　　支払額：177,280円　　年額 3,200円割引！
口座振替 で年間分を前納　⇒　　支払額：176,700円　　年額 3,780円割引！

付加保険料はお得です !! 少しの付加で、お得な上乗せ！

例　40年納付した場合の付加保険料支払額　　400円×40年（480月） ＝ 192,000円
１年間に上乗せされる支給額　　200円×40年（480月） ＝   96,000円

２年間で192,000円が上乗せ支給されるので、３年目以降はお得！




